
 

八街市ワイン特区 

 

 

都道府県名： 千葉県 

 

申請主体名： 八街市 

区域の範囲： 八街市の全域 

特区の概要： 八街市では、市の基幹産業である農業を通じて地域振興に

取り組んできたところではあるが、依然として近年の農業が

共通する担い手不足、高齢化、農産物価格の低迷、耕作放棄

地の増加などの諸問題を抱えている。 

そこで、規制の特例措置を活用することで、地域の新たな

特産物であるぶどうを原材料としたワイン製造に参入しや

すい環境を整え、ぶどう生産者の新たな事業機会とすること

で、６次産業化の取組を促進し、地域ブランドの創出及び新

規就農者の増加、耕作放棄地の活用等を図る。 

適用される規制

の特例措置： 

特産酒類の製造事業 

 

たわわに実った八街産ワインの 
原材料となるぶどう 

 

八街市の里山の風景 


